
　

平
成
二
十
九
年
八
月
、
市
民
の
方
よ
り
熊
本
博
物
館
（
以
下
、
当
館
）
へ
近
世
期
の
甲
冑
を
一
領
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
。
受
け
入
れ
後
に
行
っ
た
調
査
の
結
果
、

当
該
甲
冑
が
肥
後
細
川
藩
初
代
藩
主
で
あ
る
細
川
忠
利
所
用
の
も
の
で
、
明
治
維
新
後
に
旧
家
臣
へ
と
預
け
ら
れ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。　

本
稿
で
は
こ
の
細
川
忠
利
所
用
甲
冑
に
つ
い
て
概
略
を
示
し
、
そ
の
紹
介
を
行
う
。

　

甲
冑
寄
贈
に
至
る
経
緯
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
ご
所
蔵
者
の
方
か
ら
当
館
へ
お
電
話
で
資
料
に
関
す
る
ご
相
談
を
い
た
だ
い
た
。

・
ご
自
宅
で
甲
冑
を
所
蔵
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
。

・
平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
で
家
屋
が
傷
ん
だ
た
め
、
復
旧
工
事
を
予
定
。
工
事
の
影
響
も
考
え
ら
れ
え
る
た
め
、
当
該
甲
冑
を
屋
外
へ
出
し
た
い
こ
と
。

　

詳
し
く
お
話
を
う
か
が
う
と
、
以
前
は
毎
年
虫
干
し
を
し
て
大
事
に
し
て
い
た
甲
冑
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
鎧
櫃
等
に
「
細
川
忠
利
公
か
ら
拝
領
し
た
」
と
い
う
由

来
を
示
す
よ
う
な
墨
書
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
合
わ
せ
て
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

　

そ
の
後
、
ご
自
宅
へ
お
伺
い
し
、
現
物
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
一
見
し
て
（
当
館
で
所
蔵
し
て
い
る
一
般
藩
士
所
用
の
甲
冑
と
比
較
し
て
）
甲
冑
各
部
の

造
作
が
極
め
て
丁
寧
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
た
。
ま
た
、「
忠
利
公
」「
十
四
番
」
と
墨
書
さ
れ
た
木
札
が
附
属
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
公
益
財
団
法
人
永

青
文
庫
所
蔵
の
歴
代
藩
主
甲
冑
に
も
見
ら
れ
る
整
理
用
木
札
と
共
通
す
る
も
の
と
思
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
ご
所
蔵
者
の
ご
好
意
に
よ
り
、
当
該
甲
冑
を
当
館
へ
ご
寄

贈
い
た
だ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
寄
贈
を
い
た
だ
い
た
甲
冑
は
残
念
な
が
ら
佩
楯
を
欠
失
し
て
い
た
が
、
そ
の
他
の
各
部
は
揃
っ
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。

　

当
該
甲
冑
に
関
す
る
「
藩
主
忠
利
所
用
の
甲
冑
」
と
い
う
伝
来
情
報
は
十
分
信
用
に
値
す
る
と
思
わ
れ
た
も
の
の
、
こ
の
時
点
で
は
飽
く
ま
で
「
伝
来
」
に
過
ぎ

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
担
当
者
と
し
て
も
当
該
甲
冑
の
造
作
レ
ベ
ル
の
高
さ
と
、
忠
利
由
来
と
い
う
伝
来
情
報
は
や
は
り
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
平
成

二
十
四
年
（
二
〇
一
二
）、
熊
本
県
立
美
術
館
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
永
青
文
庫
所
蔵
武
器
・
武
具
類
資
料
ⅰ

の
調
査
に
よ
る
と
、
忠
利
所
用
と
伝
わ
る
甲
冑
は
七

領
、
兜
は
四
領
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
同
調
査
で
は
藩
主
所
用
甲
冑
と
し
て
五
十
一
領
が
数
え
ら
れ
て
い
る
ⅱ

が
、
忠
利
所
用
の
七
領
と
い
う
数
は
幕
末
期
の
藩
主

慶
順
所
用
と
並
ん
で
最
多
に
類
す
る
。
し
か
し
、
忠
利
所
用
甲
冑
は
兜
、
籠
手
、
臑
当
等
を
欠
失
し
て
い
る
甲
冑
も
多
い
た
め
、
単
純
に
多
数
が
残
っ
て
い
る
と
は

言
い
難
い
だ
ろ
う
。

　

資
料
受
領
後
の
一
〇
月
二
〇
日
、
甲
冑
研
究
を
行
っ
て
お
ら
れ
る
西
岡
文
夫
氏
（
西
岡
甲
房
）
の
ご
好
意
に
よ
り
、
熊
本
市
内
で
甲
冑
現
物
を
ご
確
認
い
た
だ
い

細
川
忠
利
所
用
甲
冑
の
寄
贈
に
つ
い
て

木
山　

貴
満　
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た
。
西
岡
氏
と
と
も
に
検
め
た
当
該
甲
冑
に
関
す
る
所
見
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
ⅲ

。

縹
糸
威
二
枚
胴
具
足

（
兜
）
黒
漆
塗
越
中
形
兜
鉢　

大
水
牛
脇
立
付
（
覆
袋
附
属
）

　

𩊱
は
鉄
板
物
銀
箔
押
革
包
紅
糸
威
五
段　

　
　

※
脇
立
貼
紙
墨
書
「
妙
解
院
様　

拾
四
番
」

（
頬
当
）
鉄
錆
地
鑢
目
刻
み
烈
勢
頬
、
裏
朱
漆
塗　

垂
は
黒
漆
塗
切
付
盛
上
小
札
紅
糸
威
四
段

（
胴
）
鉄
栗
色
皺
革
包
縹
糸
菱
綴
二
枚
胴　

腰
鎖
付

（
草
摺
）
練
革
伊
予
札
縹
糸
素
懸
威
五
段
、
裾
に
熊
毛
植

　
　

但
し
、
射
向
の
草
摺
二
間
は
銀
箔
押
紅
糸
毛
引
威

（
籠
手
）
銀
箔
押
小
篠
繋
越
中
籠
手

（
臑
当
）
鉄
黒
漆
塗
七
本
篠

（
全
体
構
成
）
兜
、
頬
当
、
胴
、
籠
手
、
臑
当
、
草
鞋
。
佩
楯
は
欠
失

（
そ
の
他
附
属
内
容
物
）
晒
布
（
墨
書
「
九
州
肥
後
熊
府
住
／
細
川
越
中
守
内
伊
藤
次
郎
藤
原
義
隆
」）

（
所
見
）
全
体
的
に
経
年
劣
化
。
水
牛
脇
立
は
二
点
と
も
中
途
に
折
れ
を
補
修
し
た
痕
跡
あ
り
。

胴
部
は
皺
革
剥
離
が
諸
所
に
見
ら
れ
、
露
出
し
た
鉄
地
の
錆
も
目
立
つ
。
射
向
の
草
摺
二
枚
は
威
糸
の
劣
化
に
よ
り
揺
ぎ
糸
部
分
が
脱
落
。
籠
手
の

漆
剥
落
、
臑
当
の
鎖
切
損
。

　

次
に
、
当
該
甲
冑
の
伝
来
状
況
に
関
す
る
調
査
も
合
わ
せ
て
行
っ
た
。
ご
所
蔵
者
の
家
系
は
い
わ
ゆ
る
「
丹
後
以
来
」、
つ
ま
り
細
川
家
丹
後
統
治
時
代
よ
り
家

臣
と
な
っ
た
家
柄
で
あ
る
（
現
ご
当
主
が
十
三
代
目
）。
諸
種
の
侍
帳
ⅳ

で
確
認
す
る
限
り
、
江
戸
時
代
は
一
〇
〇
石
〜
二
〇
〇
石
取
の
同
姓
数
家
が
藩
士
と
し
て
細

川
家
へ
仕
え
て
い
た
。
寄
贈
当
初
は
ご
所
蔵
者
家
で
の
伝
来
通
り
、
同
家
に
代
々
伝
来
し
た
も
の
か
と
思
わ
れ
た
が
、
附
属
す
る
晒
布
（
具
足
箱
内
容
物
）
の
墨
書

に
見
ら
れ
る
「
伊
藤
」
姓
と
異
な
る
点
が
や
や
疑
問
と
し
て
残
っ
た
。

　

ま
た
、
当
該
甲
冑
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
永
青
文
庫
資
料
「
御
甲
冑
等
之
図
（
歴
代
藩
主
等
の
甲
冑
等
目
録
）
上
ⅴ

」
の
記
録
も
興
味
深
い
。
掲
載
写
真
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一
一
コ
マ
目
に
見
ら
れ
る
「
忠
利
公
」
の
甲
冑
図
が
、
今
回
寄
贈
さ
れ
た
甲
冑
の
特
徴
と
合
致
す
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
以
来
、
動
産
文
化
財
の
レ
ス
キ
ュ
ー
を
主
眼
と
し
た
文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
が
実
施
さ
れ
る
な
か
で
、
明
治
維
新
後
細
川
家

が
旧
家
臣
へ
と
預
け
て
い
た
甲
冑
が
名
家
に
現
存
し
て
い
た
例
が
確
認
さ
れ
た
ⅵ

。
こ
の
旧
家
臣
預
か
り
甲
冑
に
つ
い
て
永
青
文
庫
研
究
セ
ン
タ
ー
の
今
村
直
樹
氏

が
、
永
青
文
庫
に
残
る
預
か
り
証
書
と
合
わ
せ
て
詳
細
な
検
討
を
近
時
加
え
ら
れ
た
ⅶ

。
今
村
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
概
略
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

　

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
七
月
十
四
日
の
廃
藩
置
県
後
、
従
来
熊
本
城
小
天
守
で
保
管
さ
れ
て
い
た
、
細
川
家
歴
代
当
主
甲
冑
等
の
保
管
が
問
題
と
な
っ
た
。
当

初
熊
本
城
内
に
屯
営
を
置
い
た
鎮
西
鎮
台
は
、
明
治
五
年
正
月
に
「
城
中
大
砲
・
器
械
等
」
を
「
外
庫
」
へ
搬
出
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
な
か
、

明
治
五
年
四
月
以
降
、
細
川
家
か
ら
歴
代
当
主
甲
冑
類
が
旧
家
臣
た
ち
へ
多
く
預
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
村
氏
の
調
査
に
よ
る
と
、
明
治
四
年
十

月
頃
か
ら
翌
五
年
四
月
ま
で
の
間
、
旧
家
臣
か
ら
細
川
家
へ
寄
せ
ら
れ
た
甲
冑
預
か
り
願
い
は
現
存
す
る
だ
け
で
も
一
〇
〇
件
以
上
に
及
ぶ
と
い
う
。
さ
ら
に
、
永

青
文
庫
中
に
現
存
す
る
旧
家
臣
た
ち
の
甲
冑
預
か
り
証
書
は
、
総
数
二
〇
三
通
も
の
数
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
今
村
論
文
で
は
こ
れ
ら
預
か
り
証
書
か
ら
一
覧
表
が

作
成
さ
れ
て
い
る
ⅷ

。
今
村
氏
は
表
全
体
を
分
析
し
、
甲
冑
を
預
か
っ
た
旧
藩
士
た
ち
は
一
〇
〇
〜
三
〇
〇
石
取
以
下
の
下
級
家
臣
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
、
旧
家

臣
た
ち
の
政
治
的
立
場
（「
学
校
党
」「
実
学
党
」「
勤
王
党
」
等
の
党
派
）
に
偏
頗
な
く
預
け
ら
れ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
預
か
り
証
書
一
覧
表
を
観
ず
る
と
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
三
月
七
日
に
甲
冑
を
預
か
っ
て
い
る
、
番
号
６
「
伊
藤
一
革
」（
知
行
一
二
五
石
）

の
名
が
注
目
さ
れ
る
。
今
回
当
館
へ
寄
贈
さ
れ
た
甲
冑
に
附
属
す
る
晒
布
墨
書
「
九
州
肥
後
熊
府
住
／
細
川
越
中
守
内
伊
藤
次
郎
藤
原
義
隆
」
と
の
関
係
が
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
一
覧
表
の
「
預
か
っ
た
甲
冑
類
」
欄
に
は
「
忠
利
一
四
番
具
足
一
領
」
と
あ
り
、
こ
れ
も
寄
贈
甲
冑
に
附
属
す
る
木
札
と
一
致
す
る
ⅸ

。

こ
れ
ら
の
一
致
状
況
か
ら
す
る
と
、
も
と
も
と
寄
贈
さ
れ
た
甲
冑
は
明
治
五
年
三
月
、
旧
藩
士
の
伊
藤
家
が
預
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
つ
ご
ろ
伊
藤
家
か
ら

ご
所
蔵
者
の
家
宅
へ
と
移
動
し
た
も
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
所
蔵
先
を
変
え
ⅹ

、
以
後
は
ご
所
蔵
者
宅
に
お
い
て
大
事
に
保
管
さ
れ
て
き

た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
な
お
、
今
村
論
文
で
は
旧
藩
士
へ
と
預
け
ら
れ
た
甲
冑
類
が
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
の
西
南
戦
争
に
よ
る
戦
災
で
焼
失
し
た
例
も
紹

介
さ
れ
て
い
る
ⅺ

。
寄
贈
甲
冑
は
こ
う
し
た
危
機
も
乗
り
越
え
、
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

以
上
、
寄
贈
甲
冑
は
藩
主
細
川
忠
利
所
用
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
く
、
近
世
初
期
の
大
名
所
用
甲
冑
の
作
例
と
し
て
と
て
も
貴
重
で
あ
る
こ
と
、

永
青
文
庫
に
残
る
預
か
り
証
書
と
一
致
し
、
維
新
後
も
藩
士
家
で
大
事
に
保
管
さ
れ
て
き
た
経
緯
な
ど
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
の
資
料
的
価
値
は
極
め
て
高
い
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
現
状
の
ま
ま
で
は
威
糸
の
劣
化
等
に
よ
り
展
示
等
が
困
難
だ
が
、
当
館
で
は
今
後
必
要
な
修
復
を
行
っ
た
う
え
で
公
開
す
る
機
会
を
設
け
、
こ
の

貴
重
な
甲
冑
を
永
く
後
世
へ
と
伝
え
て
い
き
た
い
。

　

な
お
、
甲
冑
と
と
も
に
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
作
ら
れ
た
、
稚
児
用
の
祝
い
着
も
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
。
こ
ち
ら
も
当
時
の
武
家
に
お
け
る
出
産
祝
い
の
様
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た
。
西
岡
氏
と
と
も
に
検
め
た
当
該
甲
冑
に
関
す
る
所
見
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
ⅲ

。

縹
糸
威
二
枚
胴
具
足

（
兜
）
黒
漆
塗
越
中
形
兜
鉢　

大
水
牛
脇
立
付
（
覆
袋
附
属
）

　

𩊱
は
鉄
板
物
銀
箔
押
革
包
紅
糸
威
五
段　

　
　

※
脇
立
貼
紙
墨
書
「
妙
解
院
様　

拾
四
番
」

（
頬
当
）
鉄
錆
地
鑢
目
刻
み
烈
勢
頬
、
裏
朱
漆
塗　

垂
は
黒
漆
塗
切
付
盛
上
小
札
紅
糸
威
四
段

（
胴
）
鉄
栗
色
皺
革
包
縹
糸
菱
綴
二
枚
胴　

腰
鎖
付

（
草
摺
）
練
革
伊
予
札
縹
糸
素
懸
威
五
段
、
裾
に
熊
毛
植

　
　

但
し
、
射
向
の
草
摺
二
間
は
銀
箔
押
紅
糸
毛
引
威

（
籠
手
）
銀
箔
押
小
篠
繋
越
中
籠
手

（
臑
当
）
鉄
黒
漆
塗
七
本
篠

（
全
体
構
成
）
兜
、
頬
当
、
胴
、
籠
手
、
臑
当
、
草
鞋
。
佩
楯
は
欠
失

（
そ
の
他
附
属
内
容
物
）
晒
布
（
墨
書
「
九
州
肥
後
熊
府
住
／
細
川
越
中
守
内
伊
藤
次
郎
藤
原
義
隆
」）

（
所
見
）
全
体
的
に
経
年
劣
化
。
水
牛
脇
立
は
二
点
と
も
中
途
に
折
れ
を
補
修
し
た
痕
跡
あ
り
。

胴
部
は
皺
革
剥
離
が
諸
所
に
見
ら
れ
、
露
出
し
た
鉄
地
の
錆
も
目
立
つ
。
射
向
の
草
摺
二
枚
は
威
糸
の
劣
化
に
よ
り
揺
ぎ
糸
部
分
が
脱
落
。
籠
手
の

漆
剥
落
、
臑
当
の
鎖
切
損
。

　

次
に
、
当
該
甲
冑
の
伝
来
状
況
に
関
す
る
調
査
も
合
わ
せ
て
行
っ
た
。
ご
所
蔵
者
の
家
系
は
い
わ
ゆ
る
「
丹
後
以
来
」、
つ
ま
り
細
川
家
丹
後
統
治
時
代
よ
り
家

臣
と
な
っ
た
家
柄
で
あ
る
（
現
ご
当
主
が
十
三
代
目
）。
諸
種
の
侍
帳
ⅳ

で
確
認
す
る
限
り
、
江
戸
時
代
は
一
〇
〇
石
〜
二
〇
〇
石
取
の
同
姓
数
家
が
藩
士
と
し
て
細

川
家
へ
仕
え
て
い
た
。
寄
贈
当
初
は
ご
所
蔵
者
家
で
の
伝
来
通
り
、
同
家
に
代
々
伝
来
し
た
も
の
か
と
思
わ
れ
た
が
、
附
属
す
る
晒
布
（
具
足
箱
内
容
物
）
の
墨
書

に
見
ら
れ
る
「
伊
藤
」
姓
と
異
な
る
点
が
や
や
疑
問
と
し
て
残
っ
た
。

　

ま
た
、
当
該
甲
冑
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
永
青
文
庫
資
料
「
御
甲
冑
等
之
図
（
歴
代
藩
主
等
の
甲
冑
等
目
録
）
上
ⅴ

」
の
記
録
も
興
味
深
い
。
掲
載
写
真
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一
一
コ
マ
目
に
見
ら
れ
る
「
忠
利
公
」
の
甲
冑
図
が
、
今
回
寄
贈
さ
れ
た
甲
冑
の
特
徴
と
合
致
す
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
以
来
、
動
産
文
化
財
の
レ
ス
キ
ュ
ー
を
主
眼
と
し
た
文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
が
実
施
さ
れ
る
な
か
で
、
明
治
維
新
後
細
川
家

が
旧
家
臣
へ
と
預
け
て
い
た
甲
冑
が
名
家
に
現
存
し
て
い
た
例
が
確
認
さ
れ
た
ⅵ

。
こ
の
旧
家
臣
預
か
り
甲
冑
に
つ
い
て
永
青
文
庫
研
究
セ
ン
タ
ー
の
今
村
直
樹
氏

が
、
永
青
文
庫
に
残
る
預
か
り
証
書
と
合
わ
せ
て
詳
細
な
検
討
を
近
時
加
え
ら
れ
た
ⅶ

。
今
村
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
概
略
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

　

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
七
月
十
四
日
の
廃
藩
置
県
後
、
従
来
熊
本
城
小
天
守
で
保
管
さ
れ
て
い
た
、
細
川
家
歴
代
当
主
甲
冑
等
の
保
管
が
問
題
と
な
っ
た
。
当

初
熊
本
城
内
に
屯
営
を
置
い
た
鎮
西
鎮
台
は
、
明
治
五
年
正
月
に
「
城
中
大
砲
・
器
械
等
」
を
「
外
庫
」
へ
搬
出
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
な
か
、

明
治
五
年
四
月
以
降
、
細
川
家
か
ら
歴
代
当
主
甲
冑
類
が
旧
家
臣
た
ち
へ
多
く
預
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
村
氏
の
調
査
に
よ
る
と
、
明
治
四
年
十

月
頃
か
ら
翌
五
年
四
月
ま
で
の
間
、
旧
家
臣
か
ら
細
川
家
へ
寄
せ
ら
れ
た
甲
冑
預
か
り
願
い
は
現
存
す
る
だ
け
で
も
一
〇
〇
件
以
上
に
及
ぶ
と
い
う
。
さ
ら
に
、
永

青
文
庫
中
に
現
存
す
る
旧
家
臣
た
ち
の
甲
冑
預
か
り
証
書
は
、
総
数
二
〇
三
通
も
の
数
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
今
村
論
文
で
は
こ
れ
ら
預
か
り
証
書
か
ら
一
覧
表
が

作
成
さ
れ
て
い
る
ⅷ

。
今
村
氏
は
表
全
体
を
分
析
し
、
甲
冑
を
預
か
っ
た
旧
藩
士
た
ち
は
一
〇
〇
〜
三
〇
〇
石
取
以
下
の
下
級
家
臣
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
、
旧
家

臣
た
ち
の
政
治
的
立
場
（「
学
校
党
」「
実
学
党
」「
勤
王
党
」
等
の
党
派
）
に
偏
頗
な
く
預
け
ら
れ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
預
か
り
証
書
一
覧
表
を
観
ず
る
と
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
三
月
七
日
に
甲
冑
を
預
か
っ
て
い
る
、
番
号
６
「
伊
藤
一
革
」（
知
行
一
二
五
石
）

の
名
が
注
目
さ
れ
る
。
今
回
当
館
へ
寄
贈
さ
れ
た
甲
冑
に
附
属
す
る
晒
布
墨
書
「
九
州
肥
後
熊
府
住
／
細
川
越
中
守
内
伊
藤
次
郎
藤
原
義
隆
」
と
の
関
係
が
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
一
覧
表
の
「
預
か
っ
た
甲
冑
類
」
欄
に
は
「
忠
利
一
四
番
具
足
一
領
」
と
あ
り
、
こ
れ
も
寄
贈
甲
冑
に
附
属
す
る
木
札
と
一
致
す
る
ⅸ

。

こ
れ
ら
の
一
致
状
況
か
ら
す
る
と
、
も
と
も
と
寄
贈
さ
れ
た
甲
冑
は
明
治
五
年
三
月
、
旧
藩
士
の
伊
藤
家
が
預
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
つ
ご
ろ
伊
藤
家
か
ら

ご
所
蔵
者
の
家
宅
へ
と
移
動
し
た
も
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
所
蔵
先
を
変
え
ⅹ

、
以
後
は
ご
所
蔵
者
宅
に
お
い
て
大
事
に
保
管
さ
れ
て
き

た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
な
お
、
今
村
論
文
で
は
旧
藩
士
へ
と
預
け
ら
れ
た
甲
冑
類
が
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
の
西
南
戦
争
に
よ
る
戦
災
で
焼
失
し
た
例
も
紹

介
さ
れ
て
い
る
ⅺ

。
寄
贈
甲
冑
は
こ
う
し
た
危
機
も
乗
り
越
え
、
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

以
上
、
寄
贈
甲
冑
は
藩
主
細
川
忠
利
所
用
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
く
、
近
世
初
期
の
大
名
所
用
甲
冑
の
作
例
と
し
て
と
て
も
貴
重
で
あ
る
こ
と
、

永
青
文
庫
に
残
る
預
か
り
証
書
と
一
致
し
、
維
新
後
も
藩
士
家
で
大
事
に
保
管
さ
れ
て
き
た
経
緯
な
ど
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
の
資
料
的
価
値
は
極
め
て
高
い
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
現
状
の
ま
ま
で
は
威
糸
の
劣
化
等
に
よ
り
展
示
等
が
困
難
だ
が
、
当
館
で
は
今
後
必
要
な
修
復
を
行
っ
た
う
え
で
公
開
す
る
機
会
を
設
け
、
こ
の

貴
重
な
甲
冑
を
永
く
後
世
へ
と
伝
え
て
い
き
た
い
。

　

な
お
、
甲
冑
と
と
も
に
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
に
作
ら
れ
た
、
稚
児
用
の
祝
い
着
も
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
。
こ
ち
ら
も
当
時
の
武
家
に
お
け
る
出
産
祝
い
の
様
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子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
興
味
深
い
資
料
で
あ
る
。改
め
て
ご
所
蔵
者
の
方
に
は
貴
重
な
資
料
を
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
こ
と
に
対
し
、篤
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ⅰ 

熊
本
県
立
美
術
館
『
永
青
文
庫
所
蔵
資
料
調
査
報
告
書 

第
一
集 

―
武
器
と
武
具
―
』（
二
〇
一
二
年
）。
以
下
、『
調
査
報
告
書
』。

ⅱ 

う
ち
一
領
は
江
戸
後
期
に
製
作
さ
れ
た
、
細
川
頼
有
所
用
大
鎧
の
複
製
（
前
掲
『
調
査
報
告
書
』）。

ⅲ 

な
お
、
各
部
名
称
に
つ
い
て
は
「
御
甲
冑
等
之
図
（
歴
代
藩
主
等
の
甲
冑
等
目
録 

上
」（
永
青
文
庫
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
永
青
文
庫
叢
書 

細
川
家
文
書 

故
実
・
武
芸
編
』
所
収
、
吉
川
公
文
館
、

二
〇
一
四
年
）
を
参
考
に
し
た
。

ⅳ 

松
本
寿
三
郎
編
『
熊
本
藩
侍
帳
集
成
』（
細
川
藩
政
史
研
究
会
、
一
九
九
六
年
）

ⅴ  

整
理
番
号
一
三
二
―
一
「
御
甲
冑
等
之
図
（
歴
代
藩
主
等
の
甲
冑
等
目
録
）
上
」（
前
掲
『
永
青
文
庫
叢
書 

故
実
・
武
芸
編
』）。
な
お
、
こ
の
「
忠
利
公
」
甲
冑
は
同
資
料
の
巻
頭
か
ら
数
え

て
十
四
番
目
に
当
た
る
。
附
属
木
札
の
墨
書
番
号
と
一
致
し
て
お
り
、
木
札
番
号
は
「
御
甲
冑
等
之
図
」
掲
載
順
と
対
応
し
て
い
る
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
高
浜
州
賀
子
氏
は
同
書
「
解
説
」

に
お
い
て
、
前
掲
『
調
査
報
告
書
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
現
存
甲
冑
と
、「
御
甲
冑
等
之
図
」
と
の
対
照
表
を
作
成
さ
れ
た
が
（
前
掲
『
永
青
文
庫
叢
書 

故
実
・
武
芸
編
』、
二
三
〇
頁
）、
や
は

り
当
該
「
忠
利
公
」
甲
冑
に
つ
い
て
は
記
載
が
見
ら
れ
な
い
。

ⅵ
熊
本
日
日
新
聞 

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
三
日
掲
載
記
事

ⅶ 

今
村
直
樹
「
廃
藩
置
県
後
の
細
川
当
主
所
用
甲
冑
と
旧
家
臣
」（
永
青
文
庫
研
究
セ
ン
タ
ー
年
報
第
九
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
）

ⅷ 

前
掲
今
村
論
文
【
表
３
】。
本
論
と
は
直
接
関
係
し
な
い
が
、
熊
本
博
物
館
で
は
旧
藩
士
吉
田
家
に
伝
来
し
た
「
細
川
治
年
元
服
具
足
」
を
所
蔵
し
て
い
る
。
当
該
具
足
も
【
表
３
】
の
番
号
18

「
熊
本
縣
士
族 

吉
田
如
雪
」
が
預
か
っ
た
「
治
年
一
番
具
足
一
領
」
と
一
致
す
る
可
能
性
が
高
い
。

ⅸ 

な
お
、
前
掲
『
調
査
報
告
書
』
で
記
録
さ
れ
て
い
る
、
忠
利
所
用
各
甲
冑
の
附
属
木
札
は
以
下
の
通
り
。

「
４ 

銀
札
啄
木
糸
射
向
紅
威
丸
胴
具
足
」
＝
木
札
「
忠
利
公
／
八
番
」

「
５ 

紺
糸
威
黒
漆
五
枚
胴
具
足
」
＝
木
札
無
し

「
６ 

栗
色
革
包
紺
糸
射
向
紅
威
二
枚
胴
具
足
」
＝
木
札
「
忠
利
公
／
十
二
番
」

「
７ 

栗
色
革
包
紫
糸
威
横
矧
胴
具
足
」
＝
木
札
無
し

「
８ 

黒
革
包
茶
糸
威
二
枚
胴
具
足
」
＝
木
札
「
忠
利
公
／
拾
九
番
」

「
９ 

栗
色
革
包
横
矧
二
枚
胴
具
足
」
＝
木
札
無
し
。
た
だ
し
櫃
貼
紙
墨
書
「
十
六
」「
忠
利
公
」

「
10 

黒
糸
威
腹
当
」
＝
木
札
「
忠
利
公
／
二
十
五
番
」

ⅹ 

前
掲
今
村
論
文
で
は
、
旧
藩
士
居
宅
で
の
甲
冑
類
保
管
が
困
難
と
な
っ
た
例
や
、
も
は
や
世
情
が
安
定
し
た
と
い
う
理
由
で
預
か
り
甲
冑
の
返
納
が
行
わ
れ
た
例
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
今
回

寄
贈
さ
れ
た
忠
利
甲
冑
も
一
度
細
川
家
へ
返
納
さ
れ
た
あ
と
、
改
め
て
寄
贈
者
の
家
へ
預
け
替
え
ら
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
（
た
だ
し
、
こ
の
場
合
鎧
櫃
内
に
「
伊
藤
」
姓
を
記
し
た
晒

布
が
残
さ
れ
て
い
た
点
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）。

ⅺ
前
掲
今
村
論
文
二
七
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
同
論
文
中
で
は
預
か
り
甲
冑
の
前
提
と
し
て
、
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
に
天
守
方
が
作
成
し
た
「
御
武
具
帳
」（
天
守
方
が
保
管
・
管
理
し
た
歴
代
当

主
所
用
甲
冑
類
の
台
帳
）
が
、「
表
２
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
妙
解
院
（
忠
利
）
甲
冑
は
、
全
五
三
領
中
二
二
領
と
突
出
し
て
い
る
。
前
掲
『
調
査
報
告
書
』
で
も
忠
利
所
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用
甲
冑
が
全
体
に
比
し
て
多
く
現
存
し
て
い
る
点
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
は
近
世
期
の
こ
う
し
た
残
存
状
況
を
前
提
と
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
既
述
の
通
り
戦
災
（
西
南
戦
争
・
太

平
洋
戦
争
）
や
、
時
代
の
変
転
に
よ
る
混
乱
な
ど
で
失
わ
れ
た
も
の
も
多
い
と
予
想
さ
れ
る
。

頬当（鉄錆地鑢目刻み烈勢頬）

兜（黒漆塗越中形兜鉢　大水牛脇立付）

「
九
州
肥
後
熊
府
住 

細
川
越
中
守
内
伊
藤
次
郎
藤
原
義
隆
」

胴（鉄栗色皺革包縹糸菱綴二枚胴）
草摺（練革伊予札縹糸素懸威五段、
　　　裾に熊毛植）

「
忠
利
公
」

「
拾
四
番
」
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子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
興
味
深
い
資
料
で
あ
る
。改
め
て
ご
所
蔵
者
の
方
に
は
貴
重
な
資
料
を
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
こ
と
に
対
し
、篤
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ⅰ 

熊
本
県
立
美
術
館
『
永
青
文
庫
所
蔵
資
料
調
査
報
告
書 

第
一
集 

―
武
器
と
武
具
―
』（
二
〇
一
二
年
）。
以
下
、『
調
査
報
告
書
』。

ⅱ 

う
ち
一
領
は
江
戸
後
期
に
製
作
さ
れ
た
、
細
川
頼
有
所
用
大
鎧
の
複
製
（
前
掲
『
調
査
報
告
書
』）。

ⅲ 

な
お
、
各
部
名
称
に
つ
い
て
は
「
御
甲
冑
等
之
図
（
歴
代
藩
主
等
の
甲
冑
等
目
録 

上
」（
永
青
文
庫
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
永
青
文
庫
叢
書 

細
川
家
文
書 

故
実
・
武
芸
編
』
所
収
、
吉
川
公
文
館
、

二
〇
一
四
年
）
を
参
考
に
し
た
。

ⅳ 

松
本
寿
三
郎
編
『
熊
本
藩
侍
帳
集
成
』（
細
川
藩
政
史
研
究
会
、
一
九
九
六
年
）

ⅴ  

整
理
番
号
一
三
二
―
一
「
御
甲
冑
等
之
図
（
歴
代
藩
主
等
の
甲
冑
等
目
録
）
上
」（
前
掲
『
永
青
文
庫
叢
書 

故
実
・
武
芸
編
』）。
な
お
、
こ
の
「
忠
利
公
」
甲
冑
は
同
資
料
の
巻
頭
か
ら
数
え

て
十
四
番
目
に
当
た
る
。
附
属
木
札
の
墨
書
番
号
と
一
致
し
て
お
り
、
木
札
番
号
は
「
御
甲
冑
等
之
図
」
掲
載
順
と
対
応
し
て
い
る
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
高
浜
州
賀
子
氏
は
同
書
「
解
説
」

に
お
い
て
、
前
掲
『
調
査
報
告
書
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
現
存
甲
冑
と
、「
御
甲
冑
等
之
図
」
と
の
対
照
表
を
作
成
さ
れ
た
が
（
前
掲
『
永
青
文
庫
叢
書 

故
実
・
武
芸
編
』、
二
三
〇
頁
）、
や
は

り
当
該
「
忠
利
公
」
甲
冑
に
つ
い
て
は
記
載
が
見
ら
れ
な
い
。

ⅵ
熊
本
日
日
新
聞 

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
三
日
掲
載
記
事

ⅶ 

今
村
直
樹
「
廃
藩
置
県
後
の
細
川
当
主
所
用
甲
冑
と
旧
家
臣
」（
永
青
文
庫
研
究
セ
ン
タ
ー
年
報
第
九
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
）

ⅷ 

前
掲
今
村
論
文
【
表
３
】。
本
論
と
は
直
接
関
係
し
な
い
が
、
熊
本
博
物
館
で
は
旧
藩
士
吉
田
家
に
伝
来
し
た
「
細
川
治
年
元
服
具
足
」
を
所
蔵
し
て
い
る
。
当
該
具
足
も
【
表
３
】
の
番
号
18

「
熊
本
縣
士
族 

吉
田
如
雪
」
が
預
か
っ
た
「
治
年
一
番
具
足
一
領
」
と
一
致
す
る
可
能
性
が
高
い
。

ⅸ 

な
お
、
前
掲
『
調
査
報
告
書
』
で
記
録
さ
れ
て
い
る
、
忠
利
所
用
各
甲
冑
の
附
属
木
札
は
以
下
の
通
り
。

「
４ 

銀
札
啄
木
糸
射
向
紅
威
丸
胴
具
足
」
＝
木
札
「
忠
利
公
／
八
番
」

「
５ 

紺
糸
威
黒
漆
五
枚
胴
具
足
」
＝
木
札
無
し

「
６ 

栗
色
革
包
紺
糸
射
向
紅
威
二
枚
胴
具
足
」
＝
木
札
「
忠
利
公
／
十
二
番
」

「
７ 

栗
色
革
包
紫
糸
威
横
矧
胴
具
足
」
＝
木
札
無
し

「
８ 

黒
革
包
茶
糸
威
二
枚
胴
具
足
」
＝
木
札
「
忠
利
公
／
拾
九
番
」

「
９ 

栗
色
革
包
横
矧
二
枚
胴
具
足
」
＝
木
札
無
し
。
た
だ
し
櫃
貼
紙
墨
書
「
十
六
」「
忠
利
公
」

「
10 

黒
糸
威
腹
当
」
＝
木
札
「
忠
利
公
／
二
十
五
番
」

ⅹ 

前
掲
今
村
論
文
で
は
、
旧
藩
士
居
宅
で
の
甲
冑
類
保
管
が
困
難
と
な
っ
た
例
や
、
も
は
や
世
情
が
安
定
し
た
と
い
う
理
由
で
預
か
り
甲
冑
の
返
納
が
行
わ
れ
た
例
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
今
回

寄
贈
さ
れ
た
忠
利
甲
冑
も
一
度
細
川
家
へ
返
納
さ
れ
た
あ
と
、
改
め
て
寄
贈
者
の
家
へ
預
け
替
え
ら
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
（
た
だ
し
、
こ
の
場
合
鎧
櫃
内
に
「
伊
藤
」
姓
を
記
し
た
晒

布
が
残
さ
れ
て
い
た
点
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）。

ⅺ
前
掲
今
村
論
文
二
七
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
同
論
文
中
で
は
預
か
り
甲
冑
の
前
提
と
し
て
、
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
に
天
守
方
が
作
成
し
た
「
御
武
具
帳
」（
天
守
方
が
保
管
・
管
理
し
た
歴
代
当

主
所
用
甲
冑
類
の
台
帳
）
が
、「
表
２
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
妙
解
院
（
忠
利
）
甲
冑
は
、
全
五
三
領
中
二
二
領
と
突
出
し
て
い
る
。
前
掲
『
調
査
報
告
書
』
で
も
忠
利
所
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用
甲
冑
が
全
体
に
比
し
て
多
く
現
存
し
て
い
る
点
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
は
近
世
期
の
こ
う
し
た
残
存
状
況
を
前
提
と
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
既
述
の
通
り
戦
災
（
西
南
戦
争
・
太

平
洋
戦
争
）
や
、
時
代
の
変
転
に
よ
る
混
乱
な
ど
で
失
わ
れ
た
も
の
も
多
い
と
予
想
さ
れ
る
。

頬当（鉄錆地鑢目刻み烈勢頬）

兜（黒漆塗越中形兜鉢　大水牛脇立付）

「
九
州
肥
後
熊
府
住 

細
川
越
中
守
内
伊
藤
次
郎
藤
原
義
隆
」

胴（鉄栗色皺革包縹糸菱綴二枚胴）
草摺（練革伊予札縹糸素懸威五段、
　　　裾に熊毛植）

「
忠
利
公
」

「
拾
四
番
」
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